
令和７年度 船橋市児童福祉施設等指導監査実施計画・実施報告 

子ども・子育て支援法に基づく実地指導  

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者 

 

対象事業者 

特定教育・ 

保育施設 
認定こども園（幼保連携型、地方裁量型）、保育所、幼稚園 

特定地域型 

保育事業者 
家庭的保育事業、小規模保育事業 

 

Ⅰ 実施計画 

【１】基本方針 

 子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育・保育施設等の確認基準、特定教育・

保育等の提供、施設・事業所の運営に関する基準及び施設型給付費等の請求に関する事項

について、周知徹底及び過誤・不正の防止を図るための指導等を実施することにより、特

定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の支給の適性化を図ることを目的とする。 

 

【２】指導監査の方法 

実地指導 

実地指導は、対象となる施設・事業所において、設置者・事業者及び施

設長と面談し、関係書類等を確認する方法により行う。 

実地指導は、全ての特定教育・保育施設等を対象に、原則として３年に

１回実施するため、特定教育・保育施設等の種類、運営主体及び過去の

指導内容等を考慮し、対象を選定する 

監  査 

通報、苦情、相談等によって、基準違反及び不正請求が疑われる場合で

あって、特に必要があると認める場合に実施する。 

また、死亡事故等の重大事故が発生した場合には、事案の緊急性・重大

性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく実施する。 

集団指導 

各種基準の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認められる場

合、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者・事業者を一定の

場所に集めて講習等の方法により行う。 

 



【３】重点事項（指摘が多い事項として、以下を今年度の重点項目とする） 

令和７年度 

⑴ 運営規程の策定状況の確認 

運営規程（施設・事業所の運営についての重要事項に関する規程）の策定状況を確認する

とともに、その内容に不備がないか確認する。 

 

⑵ 重要事項説明書の策定・掲示（公衆の閲覧を含む）状況の確認 

重要事項説明書（運営規程等の概要を記した文書）について、特定教育・保育等の提供の

開始に際し、あらかじめ保護者に交付し、説明を行ったうえで同意を得ているかどうかを

確認する。 

また、重要事項が施設・事業所の見やすい場所に掲示および公衆の閲覧に供されている

か、内容に不備や不足が無いか確認する。 

 

⑶ 苦情解決に係る対応状況 

利用者からの苦情の適切な解決に向けた基本的な対応が図られているか、次に掲げる事項

について確認する。 

①苦情を受け付けるための窓口を設置しているか。 

②苦情を受け付けた際は、その内容や経過について記録を残しているか。 

 

⑷ 事故発生の防止及び発生時の対応 

事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる事項を確認する。 

①事故発生防止のための指針やマニュアル等を整備しているか。 

②事故発生防止のための委員会を設置し、定期的に開催しているか。 

③事故発生防止のための研修を定期的に開催しているか。 

④重大事故発生時の連絡体制が整っているか。 

⑤事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか。 

 

 

 

 

 

 

 



【４】令和７年度実地指導計画  

 

対 象 

令和 7年度計画 令和 6年度実績 

対象数 計画数 
対象数の

増減 
対象数 実施数 

特定教育・保育施設 118 36 1 117 41 

 認定こども園 11 4 0 11 4 

 
保育所（本園と分園併

せて 1カウント 
98 29 0 98 33 

 幼稚園 9 3 1 8 4 

特定地域型保育事業者 41 17 5 36 10 

 家庭的保育事業 3 3 0 3 0 

 小規模保育事業 38 14 5 33 10 

 合計 159 53 6 153 51 

 

 

 



Ⅱ 実施報告 

【１】令和6年度実地指導実施状況 

（１）実施件数・指摘件数  

 

 
認定 

こども園 
保育所 幼稚園 

小規模 

保育事業 

家庭的 

保育事業 

実施件数 4 33 4 10 0 

指摘件数 16 4 5 10 - 

 

（２）主な指摘事項 

・ 教育・保育の提供の開始に際して保護者へ交付している重要事項説明書の記載内容に

不備があった。 

・ 施設・事業所の運営についての重要事項に関する規程（運営規程）の記載内容に不備

があった。 

・ 施設内への重要事項の掲示および公衆の閲覧について、必要内容が不足していた。 

・ 苦情を受け付けた場合に、当該苦情の内容等を記録していなかった。 

・ 上乗せ徴収について文書同意を取得していなかった。 

・ 実費徴収について、事前に項目、内容、金額について明示していなかった。 

【２】集団指導実施状況 

・令和7年２月末から3月中旬実施 

・対象：認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育事業者、家庭的保育事業者 

・HP上での関係資料（動画及び書面）の閲覧、及び市への確認報告 

【３】令和6年度監査等実施状況 

 令和６年度 令和５年度 令和４年度 

監査 3 1 1 

 

【４】実施対象施設数推移 

 令和 6年度 令和５年度 令和４年度 

施設・事業所数 153 149 146 

実地指導件数 51 46 47 

監査等件数 2 2 1 

 


